
重点事業 進捗管理シート

ＡＩＰ重点分野 ①総合事業・生活支援体制整備事業

№ ①ー１ 事業名 住民主体のサービス（介護予防・生活支援サービス事業）

事

業

概

要

住民相互による支え合いや高齢者の社会参加を促進する観点から、地域住民(ＮＰＯ法人・ボランティア団体等)が主体となり、自主的・

自発的に介護予防活動を展開する介護予防サービス事業です。このサービスは、介護保険法の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事

業）のサービスＢに位置づけられており、地域包括支援センターの職員が、サービス利用をケアプランに位置づけることが必須です。補

助要件を満たした通所型サービスを実施している団体に対して補助金の交付や、実施団体のサービスを充実させるために専門職を派遣す

る等の支援をしています。令和６（2024）年度からは、通所型に加えて、訪問型サービスを実施している団体に対して補助金の交付等を

実施していきます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

①団体数（通所型）

②団体数（訪問型）

①32団体

②６団体

①36団体

②７団体

①38団体

②８団体

実績
①24団体

②４団体

予算額
一般会計 ― —

特別会計 14,976千円 16,362千円

各年度の自己評価 〇

上半期 下半期
令和６年度

進

捗

①連絡会-第１回４月23日、第２回９月18日（研修会と交流等）

 ３年毎のアンケート調査実施

②要綱・要領の整備及び手引きを作成、８月27日事業説明会（団

体、包括）開催、立ち上げ相談、補助金申請受理

①連絡会-２月21日、巡回指導実施

 ３年毎のアンケート調査回収

②10月-補助金交付決定（４団体）、1月28日 連絡会・研修会・交流

会

①②ともに11月８日、衛生管理講習会実施

予

定

①連絡会-４月23日、９月18日、補助金申請- 23団体（４月）

②説明会、立上げ・申請相談-８月から

①連絡会-２月21日、巡回指導実施予定

②10月-事業開始（補助金申請受付開始）、1月-研修会予定

  ※補助金 立上げ支援費と運営経費を予定

課

題

と

対

応

方

針

①団体数が今年度目標値32団体に対して22団体に留まる。元気力向

上教室卒業生や既自主グループからの立上げ相談を試みる。

②10月開始団体のサービス実績、12月開始団体の立ち上げ準備を支

援。

 新規事業の為、実際のサービス実施事例から今後の展開を検証。

①通所型サービス実施団体の立ち上げ支援のため、団体のない包括

圏域に元気力向上教室の会場を調整していく。

②訪問型サービス実施団体の立ち上げ支援のため、包括担当者連絡

会、団体との交流会で好事例を検討する。また、新たに、大谷口・

桜川地区における団体の立ち上げ支援を開始する。

令和７年度
上半期 下半期

予

定

①連絡会-4月24日、9月19日（研修会と交流等）

②連絡会-4月22日、研修会-6月25日

①②とも補助金申請（4月）

①連絡会-2月20日、巡回指導実施予定

②研修会、連絡会-1月下旬

①②ともに11月、衛生管理講習会

進

捗

①連絡会-第1回4月24日、第2回-9月19日（研修会と交流等）

②連絡会-第1回4月22日、研修会-第1回8月29日

①②とも補助金申請受理（4月）

①連絡会-2月20日、巡回指導実施

②連絡会-1月30日（研修会と交流等）

①②ともに11月13日、衛生管理講習会実施

課

題

と

対

応

方

針

①団体数が今年度目標値36団体に対して4月時点で19団体に留まっ

た。6月から仲町地区における団体の立ち上げ支援・相談を行い、

包括から推薦書が提出された（10月事業開始）。

②団体数が今年度目標値7団体に対して4団体に留まる。大谷口・桜

川地区における団体の立ち上げ支援を継続する。

①1団体が10月に事業開始し、20団体となった。

団体のない包括圏域で実施した元気力向上教室から、将来団体が立ち上がるよう自主グ

ループの立ち上げ支援を行う。また、新たに、団体のない包括圏域に元気力向上教室の会

場を調整していく。

②新規団体の申請はなく、団体数は4団体に留まった。大谷口・桜川地区における団体の立

ち上げ支援を継続する。

備考・説明等
①令和6年度当初23団体、6月から1団体増、6月末1団体廃止、9月末1団体廃止、3月末現在22団体

 令和7年度当初19団体、10月から1団体増、2月1日現在20団体

②令和6年度 申請4団体（10月サービス開始２団体、立上げ支援費活用（10～11月準備）12月サービス開始２団体）

 令和7年度当初4団体、2月1日現在4団体

担当 おとしより保健福祉センター介護予防係
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重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター介護普及係

備考・説明等

・フレイル予防ちょい足しリーダー養成研修では、今年度から健康推推進課との連携でいたPay健幸ポイント付与（1日100ポイント）開始し、

付与率は参加者37％であった。

・令和6年度実施の健康⾧寿医療センター研究所の研究「通いの場の担い手不足、担い手の特性などを踏まえた住民へのアプローチ手法」成果

を反映した通いの場推進シンポジウムを実施し、シルバー人材センター会員や介護予防サポーター,福祉の森サロン、10の筋トレリーダーなど

様々な立場の担い手の参加を得た。

課

題

と

対

応

方

針

地域リハビリテーション連携会議では、新たに薬剤師会からも参加

いただき、医療・介護の専門職に加え民生委員・２層SCなどで地域

リハビリテーション支援体制や自立支援・重度化防止の取組の検討

を進めている。

地域リハサービス調整会議は、委員から「ICF（国際生活機能分

類）に沿った多職種の助言が有意義であるため介護事業者の気軽な

参加や要介護者の事例提出」が求められており、現在方策を検討

中。また、今年度、一番多い個別課題が「生活機能改善や社会参加

への意欲が乏しい方へのマネジメント」であったため、今後動機づ

け支援の方策についても、多職種の知見を得て検討を進めていく。

予

定

➀地域リハビリテーション連携会議１回

➁地域リハビリテーションサービス調整会議５回

➂失語症会話パートナー養成・ステップアップ講座４回

➀地域リハビリテーション連携会議１回

➁地域リハビリテーションサービス調整会議４回

➂失語症会話パートナー養成・ステップアップ講座５回、フレイル予防ちょい足

しリーダー養成研修２回、通いの場推進シンポジウム１回

進

捗

➀地域リハビリテーション連携会議１回（７月29日実施、委員・オ

ブザーバー計27人参加）

➁地域リハビリテーションサービス調整会議５回149人（ハイブ

リッド形式で５月23日、６月27日、７月25日、８月22日、９月26

日実施）

➂失語症会話パートナー養成講座3回25人（９月6日、13日、27日

実施）

➀地域リハビリテーション連携会議1回（２月24日予定）

➁地域リハビリテーションサービス調整会議（10月24日、11月28

日、1月23日実施し4回96人参加、２月27日予定）

➂失語症会話パートナー養成講座4回・ステップアップ講座１回実

施計31人参加、フレイル予防ちょい足しリーダー養成研修2回79人

参加（12月1日、9日）、通いの場推進シンポジウム（12月4日）、

テーマ「通いの場の担い手不足を考える」72人参加

課

題

と

対

応

方

針

地域リハビリテーションサービス調整会議に新たに薬剤師会や管理

ケアステーションなどが加わったことで、自立に資するアセスメン

トの視点が拡がった。引き続き、事業を通じて専門職の支援力向上

や多職種連携、地域の担い手と専門職との連携を進めていく。

高齢者の自立支援・重度化防止に向けて、支援者である地域包括支援セ

ンターなどのアセスメント力や支援力向上を目指し会議を実施し、新た

な職種からの新たな視点を学び共有することできた。また、担い手養

成・育成については、通いの場などの担い手や参加者が元気なうちから

医療や介護の専門職とつながり、そのつながりのもとで社会活動や通い

の場の活動など自信を持って続けていただくことをめざしていく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

➀地域リハビリテーション連携会議１回（７月８日実施）

➁地域リハビリテーションサービス調整会議５回（ハイブリッド形

式で５月24日、６月28日、７月26日、８月16日、９月27日実施）

➂失語症会話パートナー養成講座・ステップアップ講座４回35人

（７月27日、９月７日、14日、28日実施）

➀地域リハビリテーション連携会議1回（２月17日実施）

➁地域リハビリテーションサービス調整会議4回（10月25日、11月

22日、1月24日、２月21日実施）計年間９回266人

➂失語症会話パートナー養成講座・ステップアップ講座5回41人、

フレイル予防ちょい足しリーダー養成研修2回76人（12月）、通い

の場推進シンポジウム106人（11月）

予

定

➀地域リハビリテーション連携会議１回

➁地域リハビリテーションサービス調整会議５回

➂失語症会話パートナー養成・ステップアップ講座４回

➀地域リハビリテーション連携会議１回

➁地域リハビリテーションサービス調整会議４回

➂失語症会話パートナー養成・ステップアップ講座５回、フレイル

予防ちょい足しリーダー養成研修２回、通いの場推進シンポジウム

１回

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ― ―

特別会計 1,349千円 1,439千円

①地域リハビリテーション連携会議

 開催回数

②地域リハビリテーションサービス

 調整会議開催回数

③担い手養成、育成講座参加者数

①２回

②９回

③150人

①２回

②９回

③150人

①２回

②９回

③150人

実績
①2回

②9回

③255人

事

業

概

要

医師会や歯科医師会、区西北部地域リハビリテーション支援センター、介護サービス事業所団体、第１層・２層協議体メンバーなどを委

員とする地域リハビリテーション連携会議を開催し、リハビリテーションに係る支援体制の検討やリハビリテーションの理解促進、多職

種連携を推進する取組を進めます。また、要支援者等の心身機能、活動、参加を高めるよう相談や訪問支援を行うとともに、オンライン

を活用して、自立支援のための地域ケア会議である地域リハビリテーションサービス調整会議を行い、個別課題や地域課題の検討、専門

職と地域の担い手との支援ネットワークの推進をめざします。併せて、地域の担い手の養成や育成、専門職と担い手との連携を促進する

講座を行います。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ①総合事業・生活支援体制整備事業

№ ①ー4 事業名 地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）

2



重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター介護普及係

備考・説明等

令和7年度から住宅政策課「いたばしサロン」事業との連携で3カ所の区営住宅（小茂根、坂下、仲宿）にて10の筋トレ通いの場の立ち上げ支援

を実施。いずれも定員を超える申し込みがあり、居住者や近隣住民で新たな10の筋トレグループが立ち上がった。また、閉鎖した介護事業所2

か所から会場提供の申し出を受けて新たなグループ立ち上げなど実施。

課

題

と

対

応

方

針

昨年度に比べて、介護施設などからの会場提供の申し出が減少傾

向。そこで、「地域貢献として板橋区１０の筋トレ事業に無償で会

場提供いただいている施設一覧」としてHPに公開準備中。

新たなグループ立ち上げ目標10か所に対して、9か所立ち上がる予

定。次年度会場提供したいなどの相談にも応じており、現在３カ所

調整中。更なる10の筋トレの普及に向けて、15分程度の10の筋トレ

体験動画を作成し、薬局などで動画を流してもらう取組の準備中。

予

定

➀グループ立ち上げ支援：体験講座・説明会を６回程度、その後リハ職派遣を実

施。➁グループ継続支援・機能強化：リーダー対象介護予防推進連絡会１回、地

区合同筋トレ４会場 ➂オンライン10の筋トレ：毎週実施 ➃介護予防・フレ

イル予防ちょい足し出前講座20回

➀グループ立ち上げ支援：体験講座・説明会を４回程度、その後リハ職派遣を実

施。オンライン体験講座を２回実施 ➁グループの継続支援・機能強化：地区合

同筋トレ４会場、区合同大会１回 ➂オンライン10の筋トレ：毎週実施 ➃介

護予防・フレイル予防ちょい足し出前講座15回

進

捗

➀民間介護カレッジや民間マンション理事会、区営住宅（住宅政策

課との連携事業）などから申し出があり、体験講座など実施し、新

たに4グループが立ち上がった。➁介護予防推進連絡会４月30日実

施94人参加、春の地区合同筋トレ４会場254人参加、参加者の32％

がいたPay健幸ポイント付与され、昨年度より付与率は5ポイント上

昇。➂オンライン10の筋トレ26回実施758人参加。➃介護予防フレ

イル予防出前ちょい足し出前講座23回実施417人参加。

①区営住宅1か所、閉鎖した介護事業所1カ所活用した２グループと

盆踊りグループなど新たに3グループが立ちあがった。年度内、計9

グループ立ち上がる予定。オンライン体験講座2回実施17人参加

②秋の地区合同筋トレ（体力測定会）4会場193人参加、参加者の

45％がいたPay健幸ポイント付与され、付与率は前期より12ポイン

ト上昇。区合同大会3月予定 ③オンライン10の筋トレ17回434人

参加（10月～1月）④介護予防・フレイル予防ちょい足し出前講座

15回176人。（10月～1月）

課

題

と

対

応

方

針

計画通り事業を実施し、新たなグループが立ち上がった。10の筋ト

レ通いの場の効果指標を定め、グループへ出向いて調査に着手し

た。ちょい足し出前講座を計画通り実施したが、出前講座の内容が

グループ活動にどの程度取り入れることが出来るか等は今後調査し

ていく。

年間で介護施設や医療機関など新たな会場が８か所提供され、新た

に12グループが立ち上がり、計119グループ参加者2400人となっ

た。また、立ち上がった通いの場のフレイル予防強化をめざし、出

前講座を49団体に対して実施するとともに、合同大会では新たに医

師による講座「10の筋トレを続けるための疾病管理」を加えた。い

たPay健幸ポイント付与は、説明や個別支援を行なうことで、前期

18％、後期28％と増加した。
令和７年度

上半期 下半期

進

捗

➀介護施設や医療機関など６か所から会場提供の申し出があり、体

験講座など実施し、新たに８グループが立ち上がった。➁介護予防

推進連絡会４月16日実施、地区合同筋トレ４会場230人、地区合同

筋トレ参加者に、いたPay健幸ポイント付与の取組を開始。➂オン

ライン10の筋トレ26回実施。➃介護予防フレイル予防出前ちょい足

し出前講座27回実施。

➀サービス付き高齢者向け住宅からの会場提供の申し出やシニアク

ラブや町会からの立ち上げの依頼があり、下半期新たに４グループ

が立ち上がった。一方、リーダーの病気などで2団体が解散しコロ

ナ対策でグループを分けて活動していた4団体がグループ分け解消

したため、グループ数は119か所となった。➁下半期地区合同筋ト

レ（体力測定）4会場175人参加。いたPay健幸ポイント付与。区合

同大会1回190人➃介護予防フレイル予防出前講座は下半期22回実

施。

予

定

➀グループ立ち上げ支援：体験講座・説明会を６回程度、その後リ

ハ職派遣を実施。➁グループ継続支援・機能強化：リーダー対象介

護予防推進連絡会１回、地区合同筋トレ４会場 ➂オンライン10の

筋トレ：毎週実施 ➃介護予防・フレイル予防ちょい足し出前講座

15回

➀グループ立ち上げ支援：体験講座・説明会を４回程度、その後リ

ハ職派遣を実施。オンライン体験講座を２回実施 ➁グループの継

続支援・機能強化：地区合同筋トレ４会場、区合同大会１回 ➂オ

ンライン10の筋トレ：毎週実施 ➃介護予防・フレイル予防ちょい

足し出前講座15回

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ― ―

特別会計 4,529千円 4,715千円

①10の筋トレグループ数

②介護予防・フレイル予防出前講座

 実施グループ数

①117

②30

①127

②35

①132

②40

実績
①119

②49

事

業

概

要

群馬大学が開発し、介護予防の効果が実証されている「高齢者の暮らしを拡げる10の筋力トレーニング」（以下「10の筋トレ」とい

う。）を原則週１回実施するグループの立ち上げ支援として、体験講座や出前説明会、グループへのリハビリテーション専門職派遣を行

うとともに、継続支援として、地区合同筋トレ、介護予防推進連絡会などを実施し、通いの場のさらなる拡大をめざします。コロナ禍で

開始した「オンライン10の筋トレ」は、要介護（要支援）者等の運動機会の拡大として継続し、さらなる普及に努めます。既に立ち上

がった通いの場に対しては、東京都健康⾧寿医療センター研究所開発の「フレイル予防ちょい足しプログラム」などの介護予防・フレイ

ル予防出前講座を実施し、通いの場の活動の多様化と機能強化をめざします。また、ＰＤＣＡサイクルに基づき、通いの場の取組をさら

に推進するため、関係機関、東京都立大学や東京都健康⾧寿医療センター研究所などの助言を得て、通いの場の効果の評価指標の検討に

も着手します。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ①総合事業・生活支援体制整備事業

№ ①ー５ 事業名 リハビリテーション専門職による住民主体型介護予防事業（一般介護予防事業）

3



重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター地域ケア推進係

備考・説明等

ＳＣの未配置地域（３地区）：熊野、富士見、前野

課

題

と

対

応

方

針

各地域で第２層協議体主催のイベントの運営や８月に第２層ＳＣへ

の連絡会を開催する等、地域に向けて積極的な活動を行うことがで

きた。また、第２層協議体全体の課題である地域住民の事業理解・

周知不足や担い手の不足については、第１層協議体を主催とする地

域づくりセミナーを1月に開催予定で、関係団体や地域住民等への

周知や担い手の確保をめざす。さらに、ＳＣ未配置地域の選出支援

についても引き続き行っていく。

各地域で第２層協議体主催のイベントの運営やブロック連絡会、

SC企画研修を開催する等、地域に向けて積極的な活動を行うこと

ができた。また、第１層協議体主催の地域づくりセミナーでは、第

２層協議体全体の課題である地域住民の事業理解・周知不足や担い

手の確保をめざし、18地域の代表者が各地域の取組報告を行った。

なお、ＳＣ未配置地域の選出支援についても継続して行っていく。

予

定

第１層協議体、第２層各協議体及びＳＣ会議、第２層ＳＣ研修、第

２層構成員研修、第２層ＳＣ選出支援

第２層各協議体及びＳＣ会議、第２層ＳＣ研修、第２層構成員研

修、第２層ＳＣ選出支援、第２層ブロック連絡会、第２層ＳＣ連絡

会、第１層協議体主催地域づくりセミナー

進

捗

＜第１層＞

協議体：２回開催（6月、9月）

＜第２層＞

協議体及びＳＣ会議：各地域概ね月に１回程度開催

SC連絡会：１回開催（８月）

＜第１層＞

地域づくりセミナー開催（1月）

＜第２層＞

協議体及びＳＣ会議：各地域概ね月に１回程度開催

ブロック連絡会：１回開催（10月）

SC研修：１回開催（12月）

事業説明会：3月開催予定

SC連絡会：3月開催予定

課

題

と

対

応

方

針

８月に第２層協議体構成員への事業説明会や第２層ＳＣへの連絡会

を開催する等、地域に向けて積極的な活動を行うことができた。ま

た、第２層協議体全体の課題である地域住民の事業理解・周知不足

や担い手の不足については、第１層協議体を主催とする地域づくり

セミナーを３月に開催予定で、関係団体や地域住民等への周知や担

い手の確保をめざす。なお、ＳＣ未配置地域の選出支援についても

継続して行っていく。

新しい取組として、第２層構成員向け研修の企画・検討段階から第

２層ＳＣに参画してもらう第２層ＳＣ企画研修を12月に実施。ま

た、ＳＣ未配置地域（３地区）のうち、前野地区については、協議

体メンバーの互選により候補者が確定している。年度内の配置完了

に向けた支援も継続して行っていく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

＜第１層＞

協議体：１回開催（７月）予定

＜第２層＞

協議体及びＳＣ会議：各地域概ね月に１回程度開催

＜第１層＞

協議体：１回開催（12月）予定

＜第２層＞

協議体及びＳＣ会議：各地域概ね月に１回程度開催

予

定

第１層協議体、第２層各協議体及びＳＣ会議、第２層ＳＣ研修、第

２層構成員研修、第２層ＳＣ選出支援

第１層協議体、第２層各協議体及びＳＣ会議、第２層ＳＣ研修、第

２層構成員研修、第２層ＳＣ選出支援、第２層ブロック連絡会、第

２層ＳＣ連絡会、第１層協議体主催地域づくりセミナー

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ―

特別会計 80,000千円 80,000千円

支え合い会議開催回数 180回 180回 180回

実績 175

事

業

概

要

各日常生活圏域に１か所ずつ設置されている第２層協議体（支え合い会議）において、地域で活動する多様な主体がメンバーとなり、

月に１回程度開催される定例会を通じて、地域の情報や課題等を共有するとともに、その中から自分たちで取り組むことのできる課題

などを協議し、活動することを通じて、その地域の特性を活かした助け合い・支え合いの地域づくりに取り組んでいきます。また、構

成メンバーの変更などの理由により生活支援コーディネーター（ＳＣ）の未配置地域があるため、今後は18地域全てにおいてＳＣの選

出（配置）を完了させ、さらなる活動の充実・事業認知度の向上をめざし、板橋区社会福祉協議会との緊密な連携を図りながら、支援

を行います。さらに、新たな担い手の発掘に向け、地域の専門職や社会福祉法人、民間企業等との連携を推進していきます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ①総合事業・生活支援体制整備事業

№ ①ー16 事業名 生活支援体制整備事業
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重点事業 進捗管理シート

担当 健康推進課地域保健係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

連携強化と住民への周知を更に進めていくため、引き続き関係機関

との有効な情報共有・連携を図りつつ、積極的に地域に出向き周知

活動をしていく。

相談件数を増やすため、より一層の周知と、相談員の質を上げてい

くため、スキルアップ研修・ケースカンファレンスによる人材育成

を行う。取組を４つの場面（入退院支援、日常の療養支援、急変時

の対応、看取り）に分け、実績と状況を整理した。

予

定

通年

・広報や区ホームページ等に掲載し、区民や医療機関をはじめとす

る関係機関に広く周知するとともに、在宅医療に関する相談を受け

付ける。

・在宅医療に係る会議への参加や情報交換、日々の相談事例の積み

重ねにより関係機関との連携を深めるとともに、在宅医療の資源情

報を集約する。それにより質の高い相談支援を提供する。

1月９日板橋区在宅医療推進協議会への参加

広報10月11日号に記事を掲載。区民まつりでは、例年通りパンフ

レットの配付を行い、療養相談室の周知を図る。

在宅医療資源を関係機関に配付し、相談業務に役立てる。関係機関

との連携会議・研修等を実施する。

３月 年間の利用実績を分析し、需要と供給を把握して事業計画を

立てる。

進

捗

在宅療養に関する相談を行うとともに、介護情報の更新のため、介

護部門と組織横断連携を引き続き行った。医療介護連携会議（9月9

日）を行い、課題の共有および対応策を検討した。

在宅医療機関検索便利帳の製作に取り組むほか、広報掲載や区民祭

りでのパンフレット配布等により、療養相談室の周知を図った。外

部研修、学会、様々な会議体等への参加により、関係機関との連携

強化と人材育成などに取り組んだ。

課

題

と

対

応

方

針

引き続き関係機関との有効な情報共有・連携を図りつつ、積極的に

地域に出向き周知活動をしていく。

医療・介護関係者との連絡調整や、患者・家族への医療・介護資源

の紹介を行う上で医療・介護双方の情報が必要となる。療養相談室

への情報提供経路を今年度組織横断取り組みで行ったが、引き続

き、円滑にいくよう支援していく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗
在宅医療に関する相談を受け付けている。

在宅医療の資源情報として、在宅医療機関検索便利帳の製作に取り

組むほか、各種周知準備等を行う。

１月31日に実施した在宅医療推進協議会で実績報告を行った。

予

定

通年

・広報や区ホームページ等に掲載し、区民や医療機関をはじめとす

る関係機関に広く周知するとともに、在宅医療に関する相談を受け

付ける。

・在宅医療に係る会議への参加や情報交換、日々の相談事例の積み

重ねにより関係機関との連携を深めるとともに、在宅医療の資源情

報を集約する。それにより質の高い相談支援を提供する。

時期未定 板橋区在宅医療推進協議会への参加

広報10月26日号に記事を掲載する。区民まつりでは、例年通りパン

フレットの配付を行い、療養相談室の周知を図る。

在宅医療資源を関係機関に配付し、相談業務に役立てる。関係機関

との連携会議・研修等を実施する。

３月 年間の利用実績を分析し、需要と供給を把握して事業計画を

立てる。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 19,717千円 19,765千円

特別会計 11,224千円 11,404千円

相談件数 400件 400件 400件

実績 434件

事

業

概

要

在宅療養に関する相談を受け付け、医療機関と介護関係者との連絡調整や患者・家族の要望を踏まえた医療・介護資源の紹介を行いま

す。

そのほか、病院や施設での研修等を通して、医療職と介護職の相互理解を深めることや看取り支援を含めて在宅医療の対応力・質の向

上を図っています。また、相談対応力向上のため、関係機関へのアウトリーチを通して、協働に向けた顔の見える関係を構築するとと

もに医療資源等を集約し、相談実績を基にした地域課題の抽出や在宅療養に関する需要と供給を把握します。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ②医療・介護連携

№ ②ー１ 事業名 療養相談室

5



重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター地域ケア推進係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

令和６年度、地域包括支援センターが医療・介護連携情報共有シス

テムを利用するための環境を整備したが、認知している専門職が限

られている。（広報の課題）

在宅医療・介護連携情報共有システムにおける効果的な活用方法に

ついて、引き続き検討を行う。

予

定

令和６年度に新たに策定したガイドラインについて、状況等を踏ま

えながら、必要に応じて改訂・追加をしていく等、在宅医療・介護

連携情報共有システムにおける効果的な活用方法について、引き続

き検討を行う。

令和６年度に新たに策定したガイドラインについて、状況等を踏ま

えながら、必要に応じて改訂・追加をしていく等、在宅医療・介護

連携情報共有システムにおける効果的な活用方法について、引き続

き検討を行う。

進

捗

在宅医療・介護連携情報共有システムにおける効果的な活用方法の

ため、専門職の声を聞くなど、実態把握に努めた。

本人の同意がある場合には、地域包括支援センターの職員が情報共

有システムに参加することを可能となったことを認知している専門

職が限られているため、多職種が集まる会議体で周知した。

課

題

と

対

応

方

針

区内の病院、介護事業所などの医療・介護連携情報共有システムの

運用支援を行うため、他自治体の活用事例を参考にしつつ、「板橋

区在宅医療・介護情報共有におけるＩＣＴ活用ガイドライン」を

ベースにシステムの効果的な活用について検討する。

今後、新たに策定したガイドラインについて、状況等を踏まえなが

ら、必要に応じて、改訂・追加していく必要がある。在宅医療・介

護連携情報共有システムにおける効果的な活用方法について、引き

続き検討を行う。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

在宅医療・介護情報共有システム（ＩＣＴ）利用のガイドラインを

踏まえて、関係機関と有効なシステムの活用方法を検討を進めると

ともに、他自治体における活用事例等を研究している。

関係各所と協議・検討を行い、地域包括支援センターが医療・介護

連携情報共有システムを利用するための環境を整備するために、既

存ガイドラインと別に地域包括支援センター職員向けのガイドライ

ンを新たに策定した。策定したガイドラインについて、法人連絡会

や地域ケア運営協議会、センター⾧連絡会、在宅療養ネットワーク

懇話会等で周知した。

予

定

在宅医療・介護情報共有システム（ＩＣＴ）利用のガイドラインを

踏まえて、医療・介護連携情報共有システムの利用促進について検

討する。

医療・介護連携情報共有システムの効果的な活用方法について、さ

らなる協議・検討を行う。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ― ―

特別会計 1,674千円 ―

システムの利用促進 検討 実施 実施

実績 検討・実施

事

業

概

要

医療・介護情報共有システムはＩＣＴを活用した多職種連携ツールです。システムの利用促進のため、「在宅医療・介護情報共有におけ

るＩＣＴ活用ガイドライン」や東京都が開設した「東京都多職種連携ポータルサイト」等を活用し、関係機関と協力しながら医療・介護

連携情報共有システムの効果的な運用の支援を検討し、実施していきます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ②医療・介護連携

№ ②ー２ 事業名 医療・介護連携情報共有システム
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重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター地域ケア推進係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

多職種間の相互理解や情報共有を行い、円滑な連携ネットワークを

作るため、引き続き医療・介護連携の現状の把握と課題を抽出し、

対応策の検討を行う必要がある。

多職種間の相互理解や情報共有を行い、円滑な連携ネットワークを

作ることは、医療・介護連携の推進のために必要である。引き続き

医療・介護連携の現状の把握と課題を抽出し、対応策の検討を行

う。

予

定

世話人会１回開催

本会１回開催（満足度を図るアンケート実施）

世話人会１回開催

本会１回開催（満足度を図るアンケート実施）

進

捗

・世話人会５月19日（月）開催

・本会８月29日（金）開催

 テーマ：災害時における在宅療養について（幹事団体 医師会）

・世話人会10月31日（金）開催

・本会１月30日（金）開催

 テーマ：看取りのバトンパス：切れ目のない連携で「板橋らしい

最期」を支える（幹事団体 各病院連携室グループ）

課

題

と

対

応

方

針

今後もWeb会議等を活用しながら多職種間の相互理解や情報共有を

行い、円滑な連携ネットワークを作るため、引き続き、在宅医療・

介護連携の現状の把握と課題を抽出し、対応策の検討を行う必要が

ある。

多職種間の相互理解や情報共有を行い、円滑な連携ネットワークを

作るため、引き続き医療・介護連携の現状の把握と課題を抽出し、

対応策の検討を行う必要がある。他の会議体で把握された医療・介

護連携に係る個別事例及び地域課題についても目を向けていくこと

で、在宅医療・介護連携の多職種間での緊密な連携を強化する。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

・世話人会６月28日（金）開催

・本会７月30日（火）開催

 テーマ：ポリファーマシー（幹事団体 薬剤師会）

・世話人会９月27日（金）開催

・本会２月４日（火）開催

 テーマ：高齢者の活動・参加に向けた課題と板橋区での実践

 （幹事団体 地域リハビリテーションネットワーク）

予

定

世話人会１回開催

本会１回開催

世話人会１回開催

本会１回開催

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ― ―

特別会計 49千円 49千円

満足度 80％以上を維持する 80％以上を維持する 80％以上を維持する

実績 97.60%

事

業

概

要

医療と介護では、それぞれの保険制度が異なることなどにより、多職種間の相互の理解や、情報共有が十分にできていないなどの課題が

あります。このため、多職種が連携するための会議、グループワークなどの研修を通じて、地域の多職種がお互いの現状、役割、それぞ

れが抱える課題などの共有・意見交換を行うことで円滑な連携ネットワークづくりの支援を行います。また、会議・研修等の開催には、

オンラインを効果的に活用していきます。

ア 板橋区在宅療養ネットワーク懇話会

地域の医療・介護関係者が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、対応策等の検討を行います。また、

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワークなどの研修等を行い、地域のネットワークの構築を図りま

す。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ②医療・介護連携

№ ②ー３ア 事業名 多職種による会議・研修（板橋区在宅療養ネットワーク懇話会）

7



重点事業 進捗管理シート

担当 健康推進課地域保健係

備考・説明等

第８期協議委員の任期は令和6年10月１日からの2年間である。

課

題

と

対

応

方

針

―

 在宅患者緊急一時入院病床確保に係る調査委託事業実績報告、在

宅医療センター療養相談室業務委託事業、板橋区医師会からは24時

間診療体制確保の取組、板橋区薬剤師会からの発表や特療老人ホー

ムの現状報告など、それぞれの取組について意見交換を行った。

予

定
― １月９日在宅医療推進協議会開催

進

捗
―

1月9日在宅医療推進協議会を開催し、多職種とそれぞれの課題につ

いて意見交換を行った。

課

題

と

対

応

方

針

―

 在宅患者緊急一時入院病床確保に係る調査委託事業実績報告、在

宅医療センター療養相談室業務委託事業、板橋区における小児慢性

疾患、難病患者支援、板橋区医師会における24時間診療体制確保の

取組等について、話し合った。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗
―

10月１日～ 第８期協議委員委嘱

１月31日協議会開催

予

定
― 板橋区在宅医療推進協議会の開催

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 129千円 155千円

特別会計 ― ー

開催回数 １回 １回 １回

実績 １回

事

業

概

要

医療と介護では、それぞれの保険制度が異なることなどにより、多職種間の相互の理解や、情報共有が十分にできていないなどの課題が

あります。このため、多職種が連携するための会議、グループワークなどの研修を通じて、地域の多職種がお互いの現状、役割、それぞ

れが抱える課題などの共有・意見交換を行うことで円滑な連携ネットワークづくりの支援を行います。また、会議・研修等の開催には、

オンラインを効果的に活用していきます。

イ 板橋区在宅医療推進協議会

医療・介護・福祉関係者が集まり、療養相談室・在宅患者急変時後方支援病床の実績報告等を行い、多職種間における意見交換を通じて

在宅療養の推進に向け連携を図っています。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ②医療・介護連携

№ ②ー３イ 事業名 多職種による会議・研修（板橋区在宅医療推進協議会）
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重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター認知症施策推進係

備考・説明等
認知症サポーターステップアップ講座については、２時間×２日制で開催してきたが、より希望者が受講しやすくなるよう検討し、令和６年度

より午前・午後２時間ずつの１日制に変更した。よって、開催日数は減少しているが、開催時間数および講座で取り扱う内容については変更な

し。

課

題

と

対

応

方

針
チームオレンジ活動支援については、既存チームの取り組み事例を

紹介しながら、丁寧に対応を実施する。

①認知症サポーターステップアップ講座では、認知症の本人が登壇

し、具体的な体験を話していただいた。認知症サポーターにも、認

知症の本人の声を届けられるよう今後も企画していく。

予

定
③認知症サポーターのひろば ５回

④チームオレンジ活動支援 登録制度の個別説明や助言など

①認知症サポーターステップアップ講座 10月開催

②キャラバン・メイト連絡会 １回開催

③認知症サポーターのひろば ６回予定

④チームオレンジ活動支援 登録制度の個別説明や助言など

進

捗

③認知症サポーターのひろば 月１回実施

ひろばメンバーが認知症サポーター養成講座で村芝居の公演実施

村芝居実施回数２回

④登録制度を用い、チームオレンジの活動状況を把握し、当事者と

チームのマッチングや、チーム同士の情報共有を推進。

認知症フレンドリーカフェと共にリーフレットに掲載。

①認知症サポーターステップアップ講座 10月開催

②キャラバン・メイト連絡会 12月開催

③認知症サポーターのひろば 月１回実施

ひろばメンバーが認知症サポーター養成講座で村芝居の公演実施

村芝居実施回数 2回

④チームオレンジ活動支援 登録制度の個別説明や助言など

課

題

と

対

応

方

針

③認知症サポーターのひろばの新規メンバーを増やし、新たな活動

や取組につなげる必要がある。講座等でチラシ配布等を行い、新規

メンバーを獲得する。

④国が推進しているチームオレンジ事業について、さらなる周知が

必要である。ホームページへの掲載や、講座等を活用し、紹介を行

う。

①地域活動のために必要な様々な知識を伝えるため、来年度の開催

内容について引き続き検討する。

②参加人数の増加をめざし、より実践的なテーマ設定を検討する。

③新規の参加者が少ないため、引き続き、新規メンバーの増加につ

ながるような取組や周知方法を検討し、取り組んでいく。

④登録したチームオレンジの活動周知の実施と、立ち上げを検討す

る団体への支援を継続する。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

③認知症サポーターのひろば 月１回実施

ひろばメンバーが認知症サポーター養成講座で村芝居の公演実施

④チームオレンジの活動状況を把握し、当事者とチームのマッチン

グや、チーム同士の情報共有を推進するため、登録制度の要綱を整

備した。

①地域活動を希望する区民を対象とし、10月24日に開催

②キャラバン・メイトが、認知症サポーター養成講座の開催のポイ

ントや、地域づくりの方法を学ぶため、10月７日に開催

③認知症サポーターのひろば 月１回実施

ひろばメンバーが認知症サポーター養成講座で村芝居の公演実施

④登録制度を周知し、区内で活動するチームオレンジ３か所が登録

した。

予

定
③認知症サポーターのひろば ５回

④チームオレンジ活動支援 ～８月 登録制度の要綱等作成

①認知症サポーターステップアップ講座 10月開催

②キャラバン・メイト連絡会 10月開催

③認知症サポーターのひろば ６回予定

④チームオレンジ活動支援 10月より登録制度開始

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ― ー

特別会計 307千円 337千円

①認知症サポーターステップアップ

 講座

②キャラバン・メイト連絡会

③認知症サポーターのひろば

④チームオレンジ活動支援

①２回

②１回

③11回

④３か所

①２回

②１回

③11回

④３か所

①２回

②１回

③11回

④３か所

実績

①１回

②１回

③11回

④３か所

事

業

概

要

認知症フレンドリー社会をめざし、認知症の人や家族のパートナーとして活動する認知症サポーターの育成を推進します。

ア 認知症サポーター、キャラバン・メイト対象のスキルアップ講座や交流会

認知症サポーターステップアップ講座、キャラバン・メイト連絡会などの開催により、スキルアップと活動の情報共有等を行い、活動を

支援します。

イ 認知症サポーターのひろば

認知症サポーターが地域でできることを自ら考え、取り組むことができるよう、認知症サポーターが定期的に集まる会を実施します。取

組の一つとして、認知症サポーター養成講座での認知症村芝居の上演や、いたばし認地笑かるたを活用した、正しい理解の普及啓発を推

進する活動を行います。開催は月１回（熱中症予防のため８月を除く）です。

ウ チームオレンジ活動支援

地域でのチームオレンジの活動支援に向け、区としての仕組み作りや、チームオレンジコーディネーターの育成、キャラバン・メイトや

認知症サポーターを中心とした活動拠点づくりを行います。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ③認知症施策

№ ③ー１ 事業名 認知症サポーター・チームオレンジ等活動支援
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重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター認知症施策推進係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

認知症支援連絡会、認知症フレンドリー協議会ともに、より効果的

な内容で実施できるよう、情報収集につとめ、検討を重ねながら実

施する。

イ 認知症フレンドリー協議会では、認知症の人を交えた話し合い

を重ねてきた。次年度で最終年を迎えるため、委員それぞれが気づ

きを得られるよう、実施内容についての検討を重ねていく。

予

定

ア 板橋区認知症支援連絡会 ７月

イ 認知症フレンドリー協議会 ６月

ウ 東京都健康⾧寿医療センターとの連携強化

   認知症講演会 ５月

   認知症の方を介護する家族のための講座 ５月、６月、７

月、９月

   研修 ５月、６月

   認知症フレンドリー協議会 ６月

   認知症支援連絡会 ７月

   認知症フレンドリーワークショップ ８月

ア 板橋区認知症支援連絡会 12月頃開催予定

イ 認知症フレンドリー協議会 11月開催予定

ウ 東京都健康⾧寿医療センターとの連携強化

   認知症講演会 1月

        認知症フレンドリー協議会 11月

   認知症初期集中支援事業検討委員会 １月、２月

   認知症支援連絡会 12月

   いたばしオレンジまつり 11月

進

捗

ア 第１回連絡会を７月に開催

イ 第１回協議会を６月に開催

ウ 認知症講演会７月に開催

       認知症の方を介護する家族のための講座５月、６月、７月、９

月に開催

       研修５月、６月に開催

       認知症フレンドリー協議会６月に開催

       板橋区認知症支援連絡会７月に開催

       認知症フレンドリーワークショップ８月に開催

ア 第２回連絡会を12月に開催

イ 第２回連絡会を11月に開催

ウ 東京都健康⾧寿医療センターとの連携強化

   認知症講演会1月に開催

   認知症フレンドリー協議会11月に開催

   認知症初期集中支援事業検討委員会１月、２月に開催

   認知症支援連絡会12月に開催

   いたばしオレンジまつり11月に開催

課

題

と

対

応

方

針

イ 協議会で意見を発信してもらえるよう、区内の当事者や介護者

家族との関係作りが必要である。本人ミーティングや家族会等の事

業を引き続き支援し、関係作りに努める。

ウ 講演会・講座によっては申込が殺到し、定員超過をすることが

あるため、会場や開催時期の検討を行う。

イ 認知症当事者が延５名出席し、自身の経験を話してもらったほ

か、認知症に関する基礎的な知識を伝えた。次年度以降は、官民連

携の取組に関する具体的な協議を行えるよう検討していく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

ア 8月に第１回連絡会を開催

イ 7月に第１回協議会を開催。38名（区職員含む）が出席し、認知

症の当事者の声を聞いたあと話し合いを行った。

ウ 認知症講演会５月、９月に開催。認知症の方を愛護する家族の

ための講座５月、７月、９月に開催。研修５月、６月に開催。認知

症フレンドリー協議会７月に開催。板橋区認知症支援連絡会８月に

開催。

ア ３月に第２回連絡会を開催

イ 11月に第２回協議会を開催。39名（区職員含む）が出席

ウ 認知症講演会 ２月に開催

  若年性認知症講演会 10月に開催

  認知症サポーターステップアップ講座 10月に開催

  認知症フレンドリー協議会 11月に開催

  認知症初期集中支援事業検討委員会 12月、２月に開催

  認知症支援連絡会 ３月に開催

予

定

ア 板橋区認知症支援連絡会 ８月

イ 認知症フレンドリー協議会 ７月

ウ 東京都健康⾧寿医療センターとの連携強化

   認知症講演会 ５月、９月

   認知症の方を介護する家族のための講座 ５月、７月、９月

   研修 ５月、６月

   認知症フレンドリー協議会 ７月

   認知症支援連絡会 ８月

ア 板橋区認知症支援連絡会 ２月頃開催予定

イ 認知症フレンドリー協議会 11月開催予定

ウ 東京都健康⾧寿医療センターとの連携強化

   認知症講演会 ２月

   若年性認知症講演会 10月

   認知症サポーターステップアップ講座 10月

   認知症フレンドリー協議会 11月

   認知症初期集中支援事業検討委員会 12月、２月

   認知症支援連絡会 ３月

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ― ー

特別会計 436千円 456千円

①認知症支援連絡会開催回数

②認知症フレンドリー協議会開催回

数

③講座、会議体などへの東京都健康

⾧寿医療センター関係者の出席数

①２回

②２回

③５回

①２回

②２回

③５回

①２回

②２回

③５回

実績
①２回

②２回

③16回

事

業

概

要

ア 板橋区認知症支援連絡会

医療・介護等の関係機関による専門的な意見を取り入れながら、区の施策を推進するため、板橋区認知症支援連絡会を開催していきま

す。

イ 認知症フレンドリー協議会

認知症フレンドリー社会の実現に向け、認知症の人やその家族の視点を重視した取組を、地域の民間企業等と協働で推進していくため、

認知症フレンドリー協議会（板橋区認知症官民協議会）を開催し、情報共有及び新たな取組の検討を行っていきます。

ウ 東京都健康⾧寿医療センターとの連携強化

東京都健康⾧寿医療センター（認知症疾患医療センター）との連携の強化を図り、医療・介護従事者の認知症対応力の向上のために同セ

ンターによる講演や「認知症未来社会創造センター」と「認知症の予防、及びともに暮らす地域」にかかわる研究に関して連携・協力し

ていきます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ③認知症施策

№ ③ー２ 事業名 板橋区認知症支援連絡会、認知症フレンドリー協議会、東京都健康⾧寿医療センターとの連携強化
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重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター地域ケア推進係

備考・説明等

令和8年度調査対象者は75歳以上の内、➀65歳以上のみ世帯➁要介護認定を受けていないまたは要支援1・2➂令和7年中に介護サービスを利用し

ていない に全て該当する者

課

題

と

対

応

方

針

令和８年度調査から名簿類の電子化を行うため、アプリ画面の構築

等を進めるとともに、新たな運用がスムーズに行えるよう関係機関

と連携して協議を進めていく。

令和８年度調査対象者条件の見直しを行った。これにより調査対象

者数が２万人程度減少する見込み（想定対象者数：55,000人）であ

る。

予

定
４月～９月 訪問調査の実施

10月 調査結果表の回収

１月 調査結果の集計（委託）

   訪問調査名簿類の電子化に伴う民生・児童委員への操作説明

２月 調査結果を地域包括支援センターと共有

３月 令和８年度調査を民生・児童委員に依頼する。

進

捗

４月から９月末までの期間で、民生・児童委員が75歳以上高齢者宅

に戸別訪問調査を行った。

・10月期地区民生・児童委員協議会で調査結果表を回収し、集計作

業に向けた準備を行っている。

・令和８年度調査における名簿類の電子化に向けた準備を行ってい

る。

課

題

と

対

応

方

針

次年度調査から対象者の見直し（備考欄記載）を行うため、実施時

期や方法について、関係機関と連携して協議を進めていく。

10月期地区民生・児童委員協議会で、戸別訪問の負担増等に関する

意見・要望が多かった。持続可能な事業になるよう、引き続き、運

営や調査対象者の見直し・検討を進めていく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

４月から９月末までの期間で、民生・児童委員が75歳以上高齢者宅

に戸別訪問調査を行った。

10月期地区民生・児童委員協議会で調査結果表を回収したため、集

計作業に向けた準備を行っている。

予

定
４月～９月 訪問調査の実施

10月 調査結果表の回収

１月 調査結果の集計（委託）

２月 調査結果を地域包括支援センターと共有

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 5,702千円 6,143千円

特別会計 ― ー

見守り調査の調査率 調査率80％以上を維持する 調査率80％以上を維持する 調査率80％以上を維持する

実績 85.90%

事

業

概

要

毎年、民生・児童委員が区内の75歳以上の高齢者宅を訪問し、支援が必要な方を地域包括支援センターや区の高齢福祉サービスにつない

でいます。民生・児童委員が戸別訪問し、顔の見える関係づくりを行うことで、高齢者の孤立化を防ぎます。また、後期高齢者数の増加

による戸別訪問の負担増を軽減すべく、運営や調査対象者の見直し・検討を行い、持続可能な事業になるよう、取り組んでいきます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ④住まいと住まい方

№ ④ー１ 事業名 高齢者見守り調査事業
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重点事業 進捗管理シート

担当 ⾧寿社会推進課高齢者相談係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

周知を行ったことで問合わせは増えたものの、新規申請は微増に留

まった。10月上旬に広報いたばしで周知を行う予定であるため、引

き続き、新規申請の増加に努めていく。

新規申請の増加とともに、身寄りがいない方からの申請も増加し

た。聞き取りを丁寧に行いつつ、身内や友人以外に緊急連絡先とな

り得るさまざまな情報を提供することで、より多くの高齢者が申請

できるよう努めていく。

予

定
事業の周知方法を増やし、更なる新規設置者の増加を図る。

より多くの高齢者に緊急通報システムについて知ってもらうため、事業周

知を積極的に行っていく。

進

捗

より多くの高齢者の目に触れるよう、Lineアプリによる情報配信やポス

ター掲示を活用し周知を行った結果、区民からの問合せが増加した。

10月に広報いたばしで周知を行った結果、新規申請が上半期よりも大幅に

増加した。

課

題

と

対

応

方

針

申請者の増加に伴い、必要事項の説明が十分に伝わらず、設置キャ

ンセルに至った例もあった。引き続き、申請時や問合せに対し、事

業について適切な説明を行い、安心・納得して利用してもらえるよ

う努めていく。

案内を活用したことで設置キャンセルが減り、令和６年度新規設置

件数は指標を上回ったものの、昨年度の新規設置件数からは減少し

た。令和７年度は引き続き、事業の十分な説明を行いつつ、周知方

法を増やし、新規設置件数の増加に努めていく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

広報いたばしを活用し、緊急通報システム事業をさらに広く周知す

る取組を行った結果、問合せや新規申請者が増えた。

事業説明・資料を一新し、申請から設置までの流れや、注意事項等

を見やすくした。案内を活用しながら事業の説明を行った結果、上

半期よりも設置キャンセルになる件数が大幅に減った。

予

定

緊急通報システム事業の周知を図り、新規設置者の増加に向けて取

組を行っていく。

緊急通報システムを利用するにあたり、委託事業者に鍵を預けるこ

となど必要事項の説明を丁寧に行い、トラブルを防いでいく。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 37,526千円 39,697千円

特別会計 ー －

新規設置件数 200件 220件 240件

実績 232

事

業

概

要

65歳以上の高齢者のみの世帯及び日中独居世帯の方を対象に、自宅内における緊急時に、専用通報機若しくはペンダントを押した時、又

はセンサーが一定時間の生活動作を確認できない時に、民間緊急通報システム事業者の受信センターに通報が入ります。状況に応じて、

現場への派遣員の出動や119番通報、登録した緊急連絡先への連絡等の対応を行います。また、相談ボタンを押すことで健康・医療など

について相談することができます。令和５（2023）年度より、携帯電話のみをお持ちの方でも利用できるシステムを追加しました。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ④住まいと住まい方

№ ④ー２ 事業名 緊急通報システム事業
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重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター地域ケア推進係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

引き続き、協定締結事業者と連携して地域の見守りを実施するとと

もに、区実施事業への協力・連携等についても協議を進めていく。

今年度民間事業者２社と協定を締結し、目標数を達成することがで

きた。今後も民間事業者との協定締結を推進していくとともに、締

結事業者との協働を検討し、協定の実効性を高めていく。

予

定
新規に民間事業者１社と協定を締結する。（累計：11社）

・新規に民間事業者１社と協定を締結する。（累計：12社）

・協定締結事業者の取組事例に関して変更がないか確認を行う。

進

捗

・５月９日に株式会社ジェイコム東京 板橋・北局と協定を締結した

（累計11社）。

・８月２６日に開催したひとりぐらし高齢者見守り連絡会議で協定

締結事業者３社から高齢者の見守りに関する情報共有を行った。

・１月２８日に東京都柔道整復師会板橋支部と協定を締結した（累

計12社）。

・見守り地域づくり協定締結事業者に配付するステッカーを作成し

た。

課

題

と

対

応

方

針

引き続き、協定締結事業者と連携して地域の見守りを実施するとと

もに、区実施事業への協力・連携等についても協議を進めていく。

今年度は民間事業者２社と協定を締結し、重層的な支援体制を推進

することができた。今後も、様々な機会を捉えて、啓発・広報を行

い、民間事業者における区の地域づくり・見守りに関する施策・事

業への認知度を高めることで、より多くの民間事業者との協定締結

に繋げる。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

・新規に民間事業者２社と協定を締結した。（６月12日東急コミュ

ニティ株式会社、９月５日巣鴨信用金庫）

・ＡＩＰ広報紙第16号で、「（表面）見守り地域づくり協定」につ

いて特集記事を作成し、協定事業者の周知を図った。

新規に協定を締結した事業者も含め、板橋区ひとりぐらし高齢者見

守り連絡会議への参加について調整を行い、高齢者の見守りに関す

る情報共有を行う。

予

定
新規に民間事業者との協定を締結する。（目標：１社）

・新規に民間事業者との協定を締結する。（目標：１社）

・協定締結事業者にもオブザーバーとして、板橋区ひとりぐらし高

齢者見守り連絡会議に出席してもらい、高齢者の見守りに関する情

報共有を行う。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 ― ー

特別会計 ― ー

協定締結件数

（累計数）
10件 12件 14件

実績 10件

事

業

概

要

区と民間事業者の間で協力体制を確立し、連携して見守り等の活動を行うことを目的として、以下のような取組に関する協定の締結をめ

ざします。

（１）高齢者等に対する「緩やかな見守り」の実施

（２）認知症の人やその家族を支える地域づくりへの協力

（３）高齢者等の消費者被害の防止

（４）各地域における第２層協議体（支え合い会議）への協力

（５）その他の地域活動支援など

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ④住まいと住まい方

№ ④ー３ 事業名 見守り地域づくり協定
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重点事業 進捗管理シート

担当 介護保険課施設整備・事業者指定係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間365日訪問を受け

ることができるというサービスの特性から、人員体制の確保が困難

なサービスである。人員確保・育成、定着促進に向けた各種支援の

拡充を図り、介護現場における生産性の向上を支援する。

②マッチング事業について、土地所有者の登録は現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

行っていく。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域密着型サービスにおけ

る重点事業の中でも、参入障壁が比較的低く、整備に関する相談が

増加している。区内の事業所数も増加傾向にあり、今後は既に整備

が進んでいる圏域における整備相談も想定される。こうした状況を

踏まえ、原則として未整備圏域での整備を中心としつつ、サービス

の利用状況や高齢者数の推移など地域の実情に応じた整備を進めて

いく。

予

定

・前年度未達成となった1施設分を加えて、年度内２施設の開設を

目指し、 開設希望事業者からの相談に対応する。

・民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

①前年度未達成となった1施設分を加えて、年度内２施設の開設を

目指し、 開設希望事業者からの相談に対応する。

②民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

進

捗

①具体的な整備相談はないが、事業者から問い合わせがあった際に

は相談対応を行い、開設に向けて必要な手続きについて支援を行っ

ていく。

②マッチング事業について、５事業者がマッチングを希望する事業

者として登録した。

①１事業者より具体的な整備相談があり、令和８年２月に事業所の

開設に至った。引き続き開設を希望する事業者からの相談に対応し

ていく。

②マッチング事業について、土地所有者の登録が現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

進めている。

課

題

と

対

応

方

針

相談を受けた２事業者の開設計画は具体化しなかった。引続き開設

を希望する事業者からの相談に対応していく。

東京都の地域密着型サービス等整備費及び開設準備経費の補助単価

の増額があり、区もそれに倣い補助単価を増額した。開設につなが

る情報であり、発信することで開設を希望する事業者を呼び込んで

いく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

５月末日時点で２事業者から開設の相談を受けた。開設につながる

よう事業者と連絡を取り合っている。

以前相談をしてきた事業者への状況確認や、事業者連絡会での情報

収集・発信を行ったが、開設を希望する事業者は現れなかった。

今後の開設に繋げられるように、情報収集・発信を続けていく。

予

定

年度内１施設の開設をめざし、開設希望事業者からの相談に対応す

る。

年度内１施設の開設をめざし、開設希望事業者からの相談に対応す

る。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 △

予算額
一般会計 21,770千円 23,600千円

特別会計 ー ー

計画数（累計数） １(11） １(12） １(13）

実績 0（11）

事

業

概

要

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護と医療の一体的なケアや定期的な巡回などが必要な方の在宅生活を24時間体制で支える

サービスです。区内全域をカバーしたサービス提供ができるよう、各圏域での開設を目標に、開設を希望する事業者からの問合せに対

応し、開設につながるための情報提供及び共有を行うとともに、区民やケアマネジャー等に対する普及啓発を行い、サービス内容の認

知度向上を図っていきます。整備計画については、未整備圏域を中心に３施設の整備を予定しており、令和６（2024）年１月に、開設

の２施設を含め、令和８（2026）年度末までに13施設の開設を見込んでいます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ⑤基盤整備

№ ⑤ー１ 事業名 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

14



重点事業 進捗管理シート

担当 介護保険課施設整備・事業者指定係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

①事業者公募について、事業者からの応募がなかったため、８月か

ら令和８年１月末まで再公募を実施している。また、小規模多機能

型居宅介護は介護報酬体系などから、安定的な経営が困難なサービ

スである。整備費補助金の拡充に加えて、人員確保・育成、定着促

進に向けた各種支援の拡充を図り、介護現場における生産性の向上

を支援する。

②引き続き開設に向けて必要な手続きを支援していく。

③マッチング事業について、土地所有者の登録は現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

行っていく。

小規模多機能型居宅介護は介護報酬体系などから、安定的な経営が

困難なサービスである。人員確保・育成、定着促進に向けた各種支

援の拡充を図り、介護現場における生産性の向上を支援する。ま

た、地域密着型サービス事業者公募において、近年は建設コストの

高騰などの要因から、事業者からの応募がない状況となっている。

整備費補助金の拡充を図り、整備事業者の経済的な負担を軽減し、

事業者が参入しやすい環境を整備していくと同時に、地域の金融機

関等へ事業の周知を行っていく。

予

定

・第９期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホーム

併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

・民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

①４月に実施した公募において事業者から応募がなかったため、８

月から追加での再公募を実施。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

③民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

進

捗

①４月から実施している事業者公募について、具体的な整備相談は

ないが、事業者から問い合わせがあった際には相談対応を行い、開

設に向けて必要な手続きについて支援を行っていく。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と令和７年度中の

開設に向けて連絡・調整を行っている。

③マッチング事業について、５事業者がマッチングを希望する事業

者として登録した。

①８月から実施している再公募について、具体的な整備相談があっ

たが、整備予定地について既存施設に近接していたため整備計画を

断った。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、令和８年２月に開設に

至った。

③マッチング事業について、土地所有者の登録が現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

進めている。

課

題

と

対

応

方

針

・４月からの事業者公募には、結果として開設につながる応募がな

かった。そのため、８月から令和７年１月末まで再公募を行うこと

とし、現在も実施中である。

東京都の地域密着型サービス等整備費及び開設準備経費の補助単価

の増額があり、区もそれに倣い補助単価を増額した。開設につなが

る情報であり、発信することで開設を希望する事業者を呼び込んで

いく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

・４月からの事業者公募に対して、数件の問合せがあった。内容が

具体的であった件について開設につながるよう対応を継続してい

る。

・令和５年度に選定した事業者と、７年度中の開設に向けて連絡・

調整を行っている。

・数件の問合せはあったものの、12月１日時点では、再公募への応

募はない。開設につながるよう、問合せをしてきた事業者に対応し

ていく。

・令和５年度に選定した事業者とは、引き続き７年度中の開設に向

けて連絡・調整を行っている。

予

定

・第９期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホーム

併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

・第９期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホーム

併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 〇

予算額
一般会計 53,802千円 38,511千円

特別会計 ー ―

計画数（累計数） ０（11） １（12） １（13）

実績 0（11）

事

業

概

要

小規模多機能型居宅介護は、利用者の状態に応じて、訪問・通所・宿泊サービスを組み合わせたサービスにより、単身高齢者や認知症高

齢者などの在宅生活を支えています。区内全ての高齢者が居住する日常生活圏域又は隣接する日常生活圏域にある身近な施設からサービ

スが受けられるよう、各圏域での整備を目標にしつつも、圏域ごとの高齢者人口や、開設可能な用地の状況等を考慮して整備を進めてい

きます。

整備計画については、前計画期間中に事業者を選定した、徳丸三丁目の施設が令和７(2025)年度の開設予定となっていることから、これ

を含んだ形としています。さらに、未整備圏域で１施設の整備を予定しており、いずれの施設も認知症対応型共同生活介護を併設する形

での整備を見込んでいます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ⑤基盤整備

№ ⑤ー２ 事業名 小規模多機能型居宅介護
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重点事業 進捗管理シート

担当 介護保険課施設整備・事業者指定係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

①事業者公募について、事業者からの応募がなかったため、８月か

ら令和８年１月末まで再公募を実施している。看護小規模多機能型

居宅介護は、看護師の配置が必須であることなど、人員基準を満た

すことが困難であることや、現状施設自体が少なく他のサービスに

比べてサービス自体が利用者に認知されていないといった課題があ

る。集団指導や事業者連絡会などにおいてサービスの必要性や区内

事業所の開設状況を周知していくとともに、人員確保・定着促進に

つながる事業者支援の拡充を検討していく。

②引き続き開設に向けて必要な手続きを支援していく。

③マッチング事業について、土地所有者の登録は現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

行っていく。

看護小規模多機能型居宅介護は、看護師の配置が必須であることな

ど、人員基準を満たすことが困難であることや、現状施設自体が少

なく他のサービスに比べてサービス自体が利用者に認知されていな

いといった課題がある。集団指導や事業者連絡会などにおいてサー

ビスの必要性や区内事業所の開設状況を周知していくとともに、人

員確保・定着促進につながる事業者支援の拡充を検討していく。ま

た、地域密着型サービス事業者公募において、近年は建設コストの

高騰などの要因から、事業者からの応募がない状況となっている。

整備費補助金の拡充を図り、整備事業者の経済的な負担を軽減し、

事業者が参入しやすい環境を整備していくと同時に、地域の金融機

関等へ事業の周知を行っていく。

予

定

・第９期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホーム

併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

・民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

①第９期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホーム

併設の形で４月から事業者公募を開始。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

③民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

進

捗

①４月から実施している事業者公募について、具体的な整備相談は

ないが、事業者から問い合わせがあった際には相談対応を行い、開

設に向けて必要な手続きについて支援を行っていく。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と令和７年度中の

開設に向けて連絡・調整を行っている。

③マッチング事業について、５事業者がマッチングを希望する事業

者として登録した。

①８月から実施している再公募について、開設につながる具体的な

整備相談や問い合わせはなかった。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、令和８年３月に開設に

至った。

③マッチング事業について、土地所有者の登録が現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

進めている。

課

題

と

対

応

方

針

・４月からの事業者公募には、結果として開設につながる応募がな

かった。そのため、８月から令和７年１月末まで再公募を行うこと

とし、現在も実施中である。

東京都の地域密着型サービス等整備費及び開設準備経費の補助単価

の増額があり、区もそれに倣い補助単価を増額した。開設につなが

る情報であり、発信することで開設を希望する事業者を呼び込んで

いく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

・４月からの事業者公募に対して、数件の問合せがあった。内容が

具体的であった件について開設につながるよう対応を継続してい

る。

・令和４年度に選定した事業者と、７年度中の開設に向けて連絡・

調整を行っている。

・数件の問合せはあったものの、12月１日時点では、再公募への応

募はない。開設につながるよう、問い合わせをしてきた事業者に対

応していく。

・令和４年度に選定した事業者とは、引き続き７年度中の開設に向

けて連絡・調整を行っている。

予

定

・第９期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホーム

併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和４年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

・第９期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホーム

併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和４年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 55,723千円 46,197千円

特別会計 ー ー

計画数（累計数） １（２） １（３） １（４）

実績 1（２）

事

業

概

要

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護が加わった、医療ニーズがある方の在宅生活を支えるためのサービ

スです。看護職員や介護職員の確保に加え、事業の採算性や運営ノウハウの構築が困難なことなどから整備が進んでいません。このた

め、施設数を増やすため、事業者に対して開設につながる情報提供及び共有を行います。整備計画については、前計画期間中に事業者を

選定した、西台三丁目の住宅型有料老人ホーム併設施設が令和６（2024）年度に開設予定のほか、四葉一丁目の認知症対応型共同生活介

護併設施設が令和７(2025)年度に開設予定となっていることから、これを含んだ形としています。さらに、未整備圏域で、認知症対応型

共同生活介護との併設で１施設の整備を予定しています。なお、看護小規模多機能型居宅介護の開設については、立地する圏域のみなら

ず、隣接する圏域に住む方々も利用が可能となるように、利用可能な隣接圏域を考慮したブロックなどのより広範な配置を検討し、整備

を行っていきます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ⑤基盤整備

№ ⑤ー３ 事業名 看護小規模多機能型居宅介護
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重点事業 進捗管理シート

担当 介護保険課施設整備・事業者指定係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

①事業者公募について、事業者からの応募がなかったため、８月か

ら令和８年１月末まで再公募を実施している。

②引き続き開設に向けて必要な手続きを支援していく。

③マッチング事業について、土地所有者の登録は現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

行っていく。

認知症高齢者グループホームを整備するためには、一定程度の敷地

面積を要するため、整備予定地の相談については、地域によって偏

在が生じてしまう。また、地域密着型サービス事業者公募におい

て、近年は建設コストの高騰などの要因から、事業者からの応募が

ない状況となっている。整備費補助金の拡充を図り、整備事業者の

経済的な負担を軽減し、事業者が参入しやすい環境を整備していく

と同時に、地域の金融機関等へ事業の周知を行っていく。

予

定

・第９期介護保険事業計画に基づき、看護・小規模多機能型居宅介

護併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

・民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

①第９期介護保険事業計画に基づき、看護・小規模多機能型居宅介

護併設の形で４月から事業者公募を開始。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令和７

年度中の開設に向けた手続きを進める。

③民有地における地域密着型サービスの整備促進を図るため、４月

から事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業を実施。

進

捗

①４月から実施している事業者公募について、具体的な整備相談は

ないが、事業者から問い合わせがあった際には相談対応を行い、開

設に向けて必要な手続きについて支援を行っていく。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、事業者と令和７年度中の

開設に向けて連絡・調整を行っている。

③４月から実施しているマッチング事業について、現在事業者と土

地所有者を募集中である。

①８月から実施している再公募について、具体的な整備相談があっ

たが、整備予定地について既存施設に近接していたため整備計画を

断った。

②令和５年度に選定した整備計画施設は、令和８年２月と３月に開

設に至った。

③マッチング事業について、土地所有者の登録が現状無いため、広

報の活用や地域の金融機関等へのアプローチを通じて事業の周知を

進めている。

課

題

と

対

応

方

針

・４月からの事業者公募には、結果として開設につながる応募がな

かった。そのため、８月から令和７年１月末まで再公募を行うこと

とし、現在も実施中である。

東京都の地域密着型サービス等整備費及び開設準備経費の補助単価

の増額があり、区もそれに倣い補助単価を増額した。開設につなが

る情報であり、発信することで開設を希望する事業者を呼び込んで

いく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

・４月からの事業者公募に対して、数件の問合せがあった。内容が

具体的であった件について開設につながるよう対応を継続してい

る。

・令和４、５年度に選定した事業者と、７年度中の開設に向けて連

絡・調整を行っている。

・数件の問い合わせはあったものの、12月１日時点では、再公募へ

の応募はない。開設につながるよう、問い合わせをしてきた事業者

に対応していく。

・令和４、５年度に選定した事業者とは、引き続き７年度中の開設

に向けて連絡・調整を行っている。

予

定

・第９期介護保険事業計画に基づき、看護・小規模多機能型居宅介

護併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和４、５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令

和７年度中の開設に向けた手続きを進める。

・第９期介護保険事業計画に基づき、看護・小規模多機能型居宅介

護併設の形で４月から事業者公募を開始。

・令和４、５年度に選定した整備計画施設は、事業者と調整し、令

和７年度中の開設に向けた手続きを進める。

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 〇

予算額
一般会計 368,825千円 285,361千円

特別会計 ー ー

計画数（累計数） ０（29） ２（31） ２（33）

実績 ０（29）

事

業

概

要

認知症対応型共同生活介護は、認知症高齢者の増加に伴い、自宅での生活が困難な方の生活の場として、今後も整備が必要です。事業

者の参入意欲も高いサービスとなっています。事業者の公募に際しては、事業者の参入意欲の高さを活かし、小規模多機能型居宅介護

又は看護小規模多機能型居宅介護と併設での事業計画を支援します。整備計画については、前計画期間中に事業者を選定した、四葉一

丁目の看護小規模多機能型居宅介護併設施設と、徳丸三丁目の小規模多機能型居宅介護併設施設が令和７（2025）年度の開設予定と

なっていることから、これらを含んだ形としています。さらに、未整備圏域で、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介

護との併設で各１施設ずつ、計２施設の整備を見込んでいます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ⑤基盤整備

№ ⑤ー４ 事業名 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）
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重点事業 進捗管理シート

ＡＩＰ重点分野 ⑤基盤整備

№ ⑤ー10 事業名 地域包括支援センター（おとしより相談センター）の機能強化

事

業

概

要

○地域の拠点である地域包括支援センターにおいては、支援力などのサービスの質の向上が常に求められています。個別ヒアリングに

おける事業評価によってセンターの課題や改善策を区が把握し、次年度の契約に反映するなど、今後もＰＤＣＡサイクルを活用し、運

営体制の整備や質の向上に継続して取り組みます。

○センター間及び区との役割分担や連携体制を強化するため、各専門職同士の連絡会・研修会及び各地区の第２層協議体（支え合い会

議）への参加や、各地域ケア会議等の開催及び連携、個別支援や地域活動を通じて、地域包括支援ネットワークの構築を推進していき

ます。

○介護人材の不足や業務の多様化によりセンター職員への負担が増加しており、今後は区と地域包括支援センター間の情報連携及び双

方の事務の効率化を図るためのシステムの導入等も視野に入れながら、センターにおける人材確保や、業務体制及び連携体制の構築を

推進していきます。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

①個別ヒアリング

②地域ケア会議の開催回数

 ②-1.小地域ケア会議

 ②-2.認知症初期集中支援チーム員

    会議

 ②-3.地域リハビリテーションサー

             ビス調整会議

 ②-4.地区ネットワーク会議

 ②-5.地域ケア政策調整会議

①各センター１回

②-1 19回

②-2 114回

②-3 ９回

②-4 14回

②-5 １回

①各センター１回

②-1 19回

②-2 114回

②-3 ９回

②-4 14回

②-5 １回

①各センター１回

②-1 19回

②-2 114回

②-3 ９回

②-4 14回

②-5 １回

実績

①各センター１回

②-1 19回

②-2 114回

②-3 9回

②-4 18回

②-5 2回

予算額
一般会計 60,857千円 60,857千円

特別会計 676,649千円 681,286千円

各年度の自己評価 ◎

上半期 下半期
令和６年度

進

捗

・各地域包括支援センターにおいて、相談支援業務や各事業を実施

した。

・令和６年度からの介護保険法等の改正に基づいて、事業評価の評

価項目及び指標を見直した。

・各地域包括支援センターにおいて、相談支援業務や各事業を実施

した。

・見直した評価項目及び指標を用いて、事業評価における個別ヒア

リングを実施した。

予

定

・各地域包括支援センターにおいて、相談支援業務や各事業の実施

を行う。

・事業評価における個別ヒアリングを実施し、評価項目及び指標に

基づいて運営方針や仕様内容等の検討を行う。

課

題

と

対

応

方

針

・個別ヒアリング等を通じて、課題の把握や整理を行い、事務改善

等の検討を進めていく。

・個別ヒアリング等を通じて、課題の把握や整理を行い、事務改善

等の検討を進めていく。

・センター間及び区との役割分担や連携体制を強化するため、各種

会議体や研修等を活用して、地域包括支援ネットワークを推進し、

他分野との情報共有や連携に努める。

令和７年度
上半期 下半期

予

定

各地域包括支援センターにおいて、相談支援業務や各事業の実施を

行う。

事業評価における個別ヒアリングを実施し、評価項目及び指標に基

づいて運営方針や仕様内容等の検討を行う。

進

捗

各地域包括支援センターにおいて、相談支援業務や各事業を実施し

た。

・評価項目及び指標を用いて、事業評価における個別ヒアリングを

実施した。

課

題

と

対

応

方

針

個別ヒアリング等を通じて、課題の把握や整理を行い、事務改善等

の検討を進めていく。

・個別ヒアリング等を通じて、課題の把握や整理を行い、事務改善

等の検討を進めていく。

・センター間及び区との役割分担や連携体制を強化するため、各種

会議体や研修等を活用して、地域包括支援ネットワークを推進し、

他分野との情報共有や連携に努める。

備考・説明等

担当 おとしより保健福祉センター管理係
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重点事業 進捗管理シート

予

定

・フレイルサポーター養成講座を実施

・絵本読み聞かせ講座２回分の募集

・ふれあい館５館で週３回通年でスマートフォン定期相談会を実施

・地域センターにてスマートフォン体験会を６回実施予定

・フレイルチェック測定会は、新規４圏域(16/18圏域)のうち未実施

の2圏域（板橋、中台）を含め13回実施予定

・ふれあい館５館で週３回通年でスマートフォン定期相談会を実施

・板橋区民まつり、板橋農業まつりでスマートフォン相談会ブース

を出店

・地域センターにてスマートフォン体験会を４回実施予定（10月：

２回、１月：２回）

・４日間の参加を１セットとしたのスマートフォン体験会を区役所

にて実施予定

・絵本読み聞かせ講座 後期 ９月～12月実施予定

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 31,463千円 32,573千円

特別会計 ー ー

①フレイルチェック測定会実施圏域

②フレイルチェック測定会参加者数

③フレイルサポーター養成数

④絵本読み聞かせ講座受講者数

⑤スマートフォン体験会参加者数

⑥スマートフォン相談会参加者数

①16圏域

②延640人

③20人

④48人

⑤200人

⑥延5,600人

①18圏域

②延720人

③20人

④48人

⑤200人

⑥延5,600人

①18圏域

②延720人

③20人

④48人

⑤200人

⑥延5,600人

実績

①16圏域

②延387人

③29人

④44人

⑤延193人

⑥延8,073人

事

業

概

要

誰一人取り残さない安心・安全なまち（ＳＤＧｓ戦略ビジョン）の実現に向けて、シニア世代活動支援プロジェクトでは、趣味、就労、

社会貢献活動など自身の健康や生きがいのために情報を集め、主体的に活動している高齢者はもとより、活動する意欲はあるが、自身の

やりたいことが見つからないと感じている高齢者も含めて、社会活動の意義・重要性の情報を提供し、意識啓発を図ります。また、リー

ディング事業である「フレイル予防事業」をはじめ、地域社会や様々な分野における担い手となるよう地域活動入門講座や就労支援セミ

ナーをきっかけづくりの場として提供すべく、「ガイダンス・トライアル事業」を実施します。加えて、高齢者のデジタルデバイド解消

のため、地域センターやふれあい館を活用し、スマートフォン体験会及び相談会を開催します。

〇フレイル予防事業

（１） フレイルサポーター養成講座（２） フレイルチェック測定会

〇意識啓発と情報提供

（１）大人の活動ガイド「ステップ」のＰＲ（２）「社会参画・社会貢献ニュース」発行

（３）プロジェクト推進講演会開催、福祉施設ボランティア推進事業

〇ガイダンス・トライアル事業

（１）絵本読み聞かせ講座（２）地域活動入門講座（３）就労支援セミナー

○デジタルデバイド対策

（１）スマートフォン体験会（２）スマートフォン相談会

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ⑥シニア活動支援

№ ⑥ー１ 事業名 シニア世代の社会参加・活動支援（シニア世代活動支援プロジェクトの推進）
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重点事業 進捗管理シート

担当 ⾧寿社会推進課シニア活動支援係

備考・説明等

実施計画事業では、令和８年度以降の「②フレイルチェック測定会参加者数」指標は360人としている。

課

題

と

対

応

方

針

フレイルチェック測定会の参加者が少ないため、板橋区民まつりや

支え合い会議主催イベントにて体験会を開催し、フレイル予防の周

知・啓発及び測定会の参加者数増加に努める。

依然としてフレイルチェック測定会の参加者が少ないため、引き続

き板橋区民まつりなどで体験会を開催するほか、関連事業実施の際

にフレイル予防事業を周知するなどして、測定会参加者数増加に努

める。

予

定

・フレイルチェック測定会 新規圏域（桜川）を含め18回実施予定

・フレイルサポーター 20名養成予定

・絵本読み聞かせ講座 2期分の募集、前期（6月～9月）実施予定

・４日間の参加を１セットとしたのスマートフォン体験会 上半期

１回開催予定

・

・フレイルチェック測定会 17回実施予定

・絵本読み聞かせ講座 後期（9月～12月）実施予定

・４日間の参加を１セットとしたのスマートフォン体験会 下半期

２回開催予定

進

捗

・フレイルチェック測定会 新規圏域（桜川、舟渡）を含め15回実

施

・フレイルサポーター 25名養成

・絵本読み聞かせ講座 前期（6月～8月）23名受講

・フレイルチェック測定会 10月～1月に12回実施。2月～3月に5回

実施予定。

・絵本読み聞かせ講座 後期（9月～12月）22名受講

課

題

と

対

応

方

針

フレイルチェック測定会の参加者が少ないため、体験イベント等を

開催し、フレイル予防の周知・啓発及び測定会の参加者数増加に努

める。

絵本読み聞かせ講座の修了生に自主グループの参加を促す必要があ

る。ふれあい館の自主グループの読み聞かせを受講者が見学した

り、活動を継続する中で生じた疑問や不安を払拭するため、勉強会

を月１回実施、健康⾧寿医療センターの講師を招聘する。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

・フレイルチェック測定会は、新規２圏域（清水、仲町）を含め11

回実施

・フレイルサポーターは、計画20名のところ29名養成

・絵本読み聞かせ講座 前期（６月～８月）25名受講

・スマホ定期相談会参加者は４月末時点で計616人

・地域センターにてスマートフォン体験会を２回開催、残り４回は

下半期に実施

・フレイルチェック測定会は、新規２圏域（板橋、中台）を含め15

回実施。

・絵本読み聞かせ講座 後期（９月～12月）19名受講

・板橋区民まつり、板橋農業まつりでスマートフォン相談会を実施

・地域センターでスマートフォン体験会を10月に２回実施。１月に

２回実施。

・４日間の参加を１セットとしたスマートフォン体験会を消費者セ

ンターにて２月に実施。
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重点事業 進捗管理シート

担当 ⾧寿社会推進課シニア活動支援係

備考・説明等

【アクティブ】相談・面接会を開催することで、就労意欲のある人材と、求人施設・事業所とのマッチングを図る。

【シルバー】センター事業の就業開拓や会員増強に繋げるため、普及啓発や入会促進等ＰＲ活動の強化に取り組む。

課

題

と

対

応

方

針

【アクティブ】

高齢者の就業や社会参加の機会拡大に取り組む。

【シルバー】

就業等の機会確保及び提供を図る。

また、アクティブとシルバーが合同で事業説明会を実施すること

で、多様なニーズにあった就業支援を図る。

【アクティブ】

高齢者の就業や社会参加の機会拡大に取り組む。

【シルバー】

就業等の機会確保及び提供を図る。

また、アクティブとシルバーが合同で事業説明会を実施すること

で、多様なニーズにあった就業支援を図る。

予

定

【アクティブ】

・就職活動に必要な基礎知識や求人情報の活用方法、履歴書の書き

方や面接の受け方など就業促進に役立つ講座・セミナーの実施（７

月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施（５月・８月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施（５月・８月）

【アクティブ】

・求職者と求人事業所が直接相談・面接ができる面接会の実施予定

（11月・12月・３月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施予定（10月・12月・３月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施予定（10月・12月・３月）

進

捗

【アクティブ】

・就職活動に必要な基礎知識や求人情報の活用方法、履歴書の書き

方や面接の受け方など就業促進に役立つ講座・セミナーの実施（５

月・６月・8月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施（５月・８月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施（５月・８月）

【アクティブ・シルバー】

・合同で事業説明会を実施（９月）

【アクティブ】

・求職者と求人事業所が直接相談・面接ができる面接会の実施準備

（12月・3月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施準備（10月・12月・2月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施準備（10月・12月・２月）

【アクティブ・シルバー】

・合同で事業説明会を実施（12月・２月）

課

題

と

対

応

方

針

【アクティブ】

高齢者の就業や社会参加の機会拡大に取り組む。

【シルバー】

就業等の機会確保及び提供を図る。

【アクティブ】

求職者と求人施設、事業所とのマッチングに取り組む。

【シルバー】

就業開拓及び就業等の機会確保、提供に取り組む。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

【アクティブ】

・就職活動に必要な基礎知識や求人情報の活用方法、履歴書の書き

方や面接の受け方など就業促進に役立つ講座・セミナーの実施（７

月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施（５月・８月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施（５月・８月）

【アクティブ】

・求職者と求人事業所が直接相談・面接ができる面接会の実施（12

月・１月・3月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施（10月・12月・３月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施（10月・12月・１月・２

月）

予

定

【アクティブ】

・就職活動に必要な基礎知識や求人情報の活用方法、履歴書の書き

方や面接の受け方など就業促進に役立つ講座・セミナーの実施（７

月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施（５月・８月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施（５月・８月）

【アクティブ】

・求職者と求人事業所が直接相談・面接ができる面接会の実施予定

（12月・３月）

【シルバー】

・個別就業相談会の実施予定（10月・12月・３月）

・就業希望者の登録説明及び選考の実施予定（10月・12月・３月）

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 63,432千円 66,979千円

特別会計 ー ー

①求職者数（アクティブシニア就業

支援センター）

②就業人数（アクティブシニア就業

支援センター）

③会員数（シルバー人材センター）

④就業人数（シルバー人材セン

ター）

①2,500人

②150人

③3,000人

④2,300人

①2,500人

②150人

③3,000人

④2,300人

①2,500人

②150人

③3,000人

④2,300人

実績

  ①3,199人

②180人

③3,057人

④2,153人

事

業

概

要

同プロジェクト推進のため設置している「就労支援等連絡協議会」を活用して、区・アクティブシニア就労支援センター（社会福祉協議

会）・シルバー人材センターが連携し、職業紹介や就業機会の提供などを実施し、高齢者の多様なニーズに合った就業支援を行っていま

す。また、平成29（2017）年度より、高齢化が進む高島平地域の雇用就業の場を確保するため、シニア世代の雇用就業の拠点として「Ｗ

ＯＲＫ‘Ｓ高島平」を高島平ふれあい館内に開設しています。「ＷＯＲＫ‘Ｓ高島平」はアクティブシニア就業支援センター機能を有するブ

ランチとしての機能を設け、同地域のシニア世代に対し、雇用就業に係る相談、受託事業及び求人の紹介等の各種支援を行います。さら

に、シルバー人材センターにおいても、同地域のシニア世代に対し、就業情報の掲示閲覧を行うことにより、利用者や会員の利便性の確

保はもとより、同地域において入会説明会を開催し、会員数の増加や就業につなげています。

※指標は、ＷＯＲＫ‘Ｓ高島平を含む全体数。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ⑥シニア活動支援

№ ⑥ー2 事業名 高齢者の就業支援（シニア世代活動支援プロジェクトの推進）
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重点事業 進捗管理シート

担当 おとしより保健福祉センター地域ケア推進係

備考・説明等

課

題

と

対

応

方

針

第18号で特集したアクティブシニア就業支援センターについて、広

報紙発行後、センターへの問合せが多数あった。今後も、区の高齢

者施策について、多くの区民に興味をもってもらえるように内容を

精査し、作成していく。

プロモーションスペースにおける展示について、多くのチラシが捌

け、周知・啓発に繋がったと考えられる。より、多くの区民に情報

が届くよう、今後も新たな機会を捉えて周知・啓発をしていく。

予

定

・ＡＩＰ広報紙「住ま居る～いつまでも笑顔で～」 第18号発行

（８月）

・ＡＩＰ広報紙「住ま居る～いつまでも笑顔で～」第19号発行（２

月）

・板橋区版ＡＩＰポスターの掲示（１月）

進

捗

ＡＩＰ広報紙第18号を８月に発行した。８月23日に新聞折込で各家

庭に配布したほか、９月に区内各施設や医療機関等へ配架を依頼し

た。また、10月の地区民協で、民生委員に、地域で気になる方がい

た場合に渡していただくよう依頼する。

・ＡＩＰ広報紙第19号の発行に向けて、最終調整を行っている。

・板橋区版ＡＩＰのポスターを作成し、区内各施設（地域センター

や図書館等）に掲示を依頼した。１月19日から１月23日の期間で、

本庁舎プロモーションスペースにおいて、ポスターを掲示するほ

か、ＡＩＰ関連事業のチラシを配架した。

課

題

と

対

応

方

針

周知・啓発のためには、より多くの区民に情報が届くように、工夫

する必要がある。今後も、より分かりやすく明示できるよう紹介方

法を検討するとともに、新たな機会を捉え、普及・啓発を進めてい

く。

第17号で特集した通いの場について、新聞折込後に、問合せが増え

る等、反響があった。今後も、高齢者に興味を持ってもらえるよう

に内容を精査し、作成していく。また、より多くの区民に情報が届

くように、引き続き、新たな機会を捉えて周知・啓発をしていく。

令和７年度
上半期 下半期

進

捗

・ＡＩＰ広報紙第16号を８月に発行した。８月24日に新聞折込で各

家庭に配布したほか、９月に区内各施設や医療機関等へ配架を依頼

した。また、10月の地区民協で、民生委員に、地域で気になる方が

いた場合に渡していただくよう依頼予定。

・ＡＩＰ広報紙第17号を発行した。２月22日に新聞折込で各家庭に

配布したほか、３月に区内各施設や医療機関等へ配架を依頼した。

また、３月の地区民協で、民生委員に、地域で気になる方がいた場

合に渡していただくよう依頼した。

・板橋区版ＡＩＰポスターを作成し、区内各施設（地域センターや

図書館等）に掲示を依頼した。１月14日から１月17日の期間で本庁

舎１階プロモーションスペースにおいて、ポスターを掲示するほ

か、ＡＩＰ関連事業のチラシを配架した。

予

定

・ＡＩＰ広報紙「住ま居る～いつまでも笑顔で～」 第16号発行

（８月）

・ＡＩＰ広報紙「住ま居る～いつまでも笑顔で～」第17号発行（２

月）

・板橋区版ＡＩＰポスターの掲示（１月）

上半期 下半期
令和６年度

各年度の自己評価 ◎

予算額
一般会計 － －

特別会計 2,375千円 2,405千円

板橋区版ＡＩＰの認知度 令和４年度調査より上昇

実績 ―

事

業

概

要

ＡＩＰ広報紙「住ま居る～いつまでも笑顔で～」を発行し、新聞折り込みによる全戸配布と関係機関への配布を行っています。そのほか

にも、区役所のプロモーションスペースでの板橋区版ＡＩＰの紹介ポスターの掲示など、広く周知を行っていきます。今後は、板橋区版

ＡＩＰの各事業について、わかりやすく明示できるように紹介方法を検討するとともに新たな機会を捉えて普及・啓発を進めていきま

す。

指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＡＩＰ重点分野 ⑦啓発・広報

№ ⑦ー１ 事業名 区民への周知
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